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指定管理者変更のお知らせ 

 

 

いつも都立公園や文化財庭園等をご利用いただきありがとうございます。 

 

東京都では、都立公園の管理を平成 18年度から指定管理者に委託しています。 

このたび、私ども東京都公園協会が指定管理者として受託してきた下記の 20ヶ所の公園は、4月 1

日から別の事業者が管理することになりました。 

長い間ご利用いただき、誠にありがとうございました。 

 

皆さまからいただきました、たくさんの励ましやお叱りのことば、おほめの声が私たち公園協会の

大きな力となってきました。 

今後とも、当協会が引き続き管理する公園等につきましては、皆さまにより一層お喜びいただける

ようお客様サービスの向上に努めてまいります。 

 

ご利用の皆さまには、これからもご支援をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。 

 

平成 23年 3月 11日 

 

「指定管理者が変更となる公園」 

東白鬚公園、猿江恩賜公園、亀戸中央公園、尾久の原公園、汐入公園、東綾瀬公園、中川公園、

大島小松川公園、宇喜田公園、武蔵野中央公園、武蔵野公園、浅間山公園、府中の森公園、 

野川公園、狭山・境緑道、玉川上水緑道、東村山中央公園、武蔵国分寺公園、東大和南公園、 

六仙公園 
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